
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※主な意見や質問の抜粋です。 
 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

まちづくりニュースは、市のホームページでもご覧になることができます。 

（ホームページの開き方は、以下の要領を参照ください） 

なお、ホームページだけでなく、市役所計画課の窓口でも配布しています。 
 
＜ホームページの開き方＞ 

１ インターネット上で府中市のホームページを開く。 

府中市のホームページアドレス http://www.city.fuchu.tokyo.jp/ 
２ トップページから「行政情報」の「計画・審議会・協議会」の「計画」を選択する。 

３ 「都市基盤分野」の「府中市まち
づくり推進事業」を選択する。 

４ 「晴見町地区」を選択する。 

 

 

 

 

 
 

日頃より、市政にご理解とご協力をいただき、ありがとうございます。 

晴見町一丁目及び二丁目では平成 22 年にまちづくり誘導地区の指定と誘導計画を策定

し、昨年は地区内の自治会長の方々を中心として、晴見町地区における今後のまちづくり

の勉強会を行いました。 

このたび、具体的なまちづくりルールを地区計画として定めるため、まちづくり協議会

を設立することになりましたので、今回のまちづくりニュース第６号では、６月 26 日に

開催されました第１回晴見町地区まちづくり協議会の内容についてお知らせいたします。 

 

 

 

第 1 回協議会では、地区計画の検討を目的としたまち

づくり協議会を設立することが了承され、まちづくり協

議会の会長(北府中自治会長)、副会長(府中アゼリア台住宅管

理組合、むつみ会)を決定しました。その後、当地区のまち

づくりに関連する意見交換を行いました。次回の協議会

では、これまでの勉強会で出された意見を踏まえて市が

作成した地区計画の案を元に話し合いを行う予定です。 

 

 

 

 

  

４．今後の予定等 
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地区計画の指定に向けて 

ホームページ公開のお知らせ 

４ １ 

・当協議会の活動の目的は何なのか。 

→当協議会の主旨として、地区計画の案を提出してもらうことを想定しています。当地区は
早く地区計画を策定しなければ国有地にどのような建物が建つか分からないので、周辺地
域も含めた早急なまちづくりの検討が必要です。当地区はまちづくり誘導地区に指定され
ていますが、これは直接的に建築物を制限できるわけではありませんので、地区計画を策
定して制限をする必要があります。 

・法務省が所有しているけやき寮が売られることはないのか。 

→けやき寮については把握しておりませんので確認します。（※現時点では売却予定は無い
とのことです。） 

・国有地は分割して売却されるのか。 

→売却の仕方は決まっていないと伺っています。例えば、地区計画で敷地規模の最低限度を
定めておけば分割することを防ぐことができます。 

・仮にマンションの計画ができた後から制限をかけることはできるのか。 

→地域まちづくり条例により周辺環境に配慮した開発事業を誘導することはできますが、事
前に制限をするならば地区計画を策定すべきです。 

・元々、国有地はマンションなどにせずに公園などにしたいと考えていたが、マンションのよ
うな建物が建つことが前提になっている。 

→地元の方々からすれば今のままが一番良いとは思いますが、最も悪いのは、地区計画の話
が進まない間に国が民間のデベロッパーに土地を売却してしまい、何の制限もないうちに
高層マンションが建設されてしまうことではないでしょうか。 

開催日時 平成 26 年 6 月 26 日（木） 19：00～20：30 

開催場所 晴見町第２公園内 晴見町公会堂 

出 席 者 25 名 

説明内容 (1)晴見町地区まちづくり協議会の設立及び会長、副会長の選任 

(2)市の公共施設の跡地利用に関するヒアリング結果（報告） 

(3)今後のスケジュール 

(4)地区計画の制限内容等 

第
２
回
協
議
会 

（
９
月
） 

第
３
回
協
議
会 

地域への周知期間 

各自治会への説明 

地
区
計
画
の
指
定 

第
４
回
協
議
会 

地域の同意書集め 

地区計画の素案をもとに意見交換 
 

地区計画の最終案を確認 

【まちづくり協議会の範囲図】 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2．当地区でまちづくりを考える理由 

3．地区計画とは 

 地区内では、「アジア極東犯罪防止研修所（約 1ha、図上①）」、「法務省矯正研修所（約

2ha、図上②）」という、２つの大規模敷地に移転等の動きが予定されており、平成２８年

度に移転の予定です。 

 晴見町一丁目と二丁目の一部の範囲では、平成２２年６月にまちづくり誘導計画が策定

されていますが、計画内容についての拘束力はありません。そのため、大規模な土地利用

の変化などに備え、将来にわたり地区の良好な住環境を保持させるために、これからは「地

区計画」を導入するための検討を行います。 

○「地区計画」とは、地区の特性に応じて細やかな計画とルールを定める、まちづくりの計画です。 

○「地区計画」は「地区整備の方針」と「地区整備計画」に分かれており、「地区整備計画」の区域では具体的な権利制限を行います。 

○「地区整備計画」は、「アジア極東犯罪防止研修所（図上①）」、「法務省矯正研修所（図上②）」を含む区域で定めることを予定しています。 

○「地区整備計画」では、以下のような項目を定めることができます。 

 

【地区整備計画の一例】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 住民の提案による地区計画を策定する場合は、地区住民が自ら立ち上げた組織において検討を行い、関係地権者の大多数の合意を得る必要があります。 

  なお、市は情報提供や専門家の派遣などまちづくり活動の協力をします。 

① 

② 

地区計画の地区整備計画の範囲

敷地の境界線から、建築物が一定距離

セットバックするルールを定める。 

建築物の高さの最高限度をルールと

して定めることで、統一感のある街並

みを守る。 

ブロック塀の代わりに、生け垣やフェ

ンスなどの透過性のある素材でつく

るルールを定める。 

敷地の外周部に歩道上空地や環境緑

地を整備するルールを定める。 

２ ３ 

歩道が狭くて危険！ 

敷地外周部のみどりを残したい！ 
 

敷地ぎりぎりに（高い）建物がたつ

と圧迫感がある！ 

 

高層マンションなどがたって、街並

みの統一感が崩れるのを防ぎたい！ 

 

高いブロック塀は災害時に危険であ

り、防犯上も良くない！ 

 


